
一 

 
 
 

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

本
法
の
改
正
趣
旨
や
各
条
項
の
解
釈
等
に
つ
い
て
、
現
行
の
公
益
通
報
者
保
護
法
及
び
公
益
通
報
窓
口
と
と
も
に
、
労
働
者
、
退
職
者
、
役

員
、
事
業
者
、
地
方
公
共
団
体
、
関
係
行
政
機
関
等
に
十
分
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
周
知
に
当
た
っ
て
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
の
認
知
度
が
低

い
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
認
知
度
が
上
が
ら
な
か
っ
た
要
因
を
分
析
す
る
こ
と
。 

 

二 

本
法
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
指
針
に
お
い
て
内
部
通
報
体
制
整
備
義
務
の
内
容
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
遵
守
の
促
進
の

観
点
に
加
え
、
通
報
者
へ
の
不
利
益
取
扱
い
の
防
止
や
通
報
者
の
氏
名
等
の
秘
密
の
保
持
な
ど
通
報
者
保
護
の
観
点
を
明
確
化
す
る
ほ
か
、
内
部

通
報
に
関
す
る
具
体
的
な
記
録
の
作
成
・
保
管
な
ど
内
部
通
報
制
度
の
利
用
状
況
や
通
報
者
保
護
の
状
況
を
事
後
的
に
検
証
で
き
る
よ
う
、
内
部

通
報
体
制
整
備
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

消
費
者
庁
は
、
内
部
通
報
体
制
整
備
義
務
の
履
行
を
徹
底
す
る
た
め
、
同
庁
内
部
の
人
材
育
成
・
人
員
増
強
を
行
う
と
と
も
に
、
将
来
的
に
不

利
益
取
扱
い
を
し
た
事
業
者
に
対
す
る
行
政
措
置
を
十
分
に
担
う
こ
と
の
で
き
る
体
制
を
整
え
る
た
め
の
組
織
的
基
盤
の
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

四 

消
費
者
庁
は
、
内
部
通
報
体
制
整
備
義
務
の
履
行
に
関
す
る
行
政
措
置
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
円
滑
・
確
実
な
実
施
に
向
け
て
、
関
係
行
政

機
関
の
協
力
を
得
つ
つ
運
用
す
る
こ
と
。 

 

五 

公
益
通
報
対
応
業
務
従
事
者
等
の
守
秘
義
務
が
解
除
さ
れ
る
「
正
当
な
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
に
関
し
て
考
え
方
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
通
報
者
の
氏
名
等
が
不
要
に
漏
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
公
益
通
報
対
応
体
制
の
整
備
の
促
進
に
努
め
る
こ

と
。 

 



二 

 

六 

本
法
に
基
づ
き
事
業
者
が
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
益
通
報
対
応
業
務
従
事
者
に
対
す
る
研
修
・
教
育
を
十
分
に
行
う
こ
と
。 

 

七 

通
報
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
事
前
に
相
談
す
る
場
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
間
に
お
け
る
通
報
・
相
談
の
受
付
窓
口
の
更
な
る
充
実
に
関

し
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
等
に
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
。 

 

八 

本
法
附
則
第
五
条
に
基
づ
く
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
行
政
処
分
等
を
含
む
不
利
益
取
扱
い
に
対
す
る
行
政
措
置
の
導
入
、
立
証
責
任
の
緩
和
、

退
職
者
の
期
間
制
限
の
在
り
方
、
通
報
対
象
事
実
の
範
囲
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 


